
質問 回答

○　納税証明書及び商業登記事項証明書又は法人の登記事項証明書の発行日

　に制限はありますか。

○　納税証明書及び商業登記事項証明書又は法人の登記事項証明書について

　は、提出日前３ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

○　暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しないことに関する誓約書につい

　て、押印は必要になりますか。

○　誓約書に係る押印は不要です。

　　ただし、押印を省略する場合は、本件について確認ができる担当者氏名

　及び連絡先（電話番号）を誓約書の余白に記載してください。

○　コンソーシアムを構成する場合、企画提案指示書の「12　参加表明書

　の提出」に記載のある添付資料ア～カについては、構成者それぞれでの

　提出が必要になりますか。

○　企画提案指示書の「12　参加表明書の提出」に記載のある添付資料

　ア～カについては、コンソーシアムを構成する場合、構成員全員分の

　提出が必要となります。
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